
 

令和 8 年度 

山形村職員採用試験実施要領 

（令和 9 年 4 月採用） 

 

受付期限  令和 8 年 8 月 14 日（金） 

試 験 日  令和 8年 9月 20 日（日） 

 

１．試験の種類、区分、採用予定人員、受験資格 

試験区分 採用予定人員 受験資格 

一般事務 初級 若干名 

平成 12 年 4 月 2 日以降に生まれた、 

高等学校卒業程度の学力を有する人（高等学校卒業見込

みの人含む。） 【満 26歳までの方】 

次のいずれかに該当する人は受験できません。 

（1）日本国籍を有しない人 

（2）地方公務員法第 16 条に規定する次の欠格条項に該当する人 

  ① 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく 

なるまでの人 

  ② 山形村職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2 年を経過しない人 

③ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で 

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

２．試験の日程等 

 ※試験の日程・会場を変更する場合があります。 

（1）試験 

日 時 
令和８年９月２０日（日） 午前８時３０分～８時５０分 受付 

（詳細については、受験票の送付とともに別途通知します。） 

会 場 山形村ミラ・フード館 山形村 2061 番地 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３．受験の手続 

（1）提出書類 

   山形村職員採用試験受験申込書（所定様式）※写真貼付 

   ※申込書は山形村のホームページからダウンロードすることができます。 

（2）受付期間と提出方法 

   令和８年７月１３日（月）～８月１４日（金） 午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

（土、日、祝日除く）の間に総務課窓口へ持参してください。 

   郵送による提出については、令和８年８月１４日（金）必着で受付けますが、必ず封筒の表面に「受

験申込書在中」と朱書きしてください。 

  【郵送先】 

   〒390-1392 長野県東筑摩郡山形村 2030 番地 1  

   山形村役場総務課 総務係   ☎0263-98-3111 

（3）受験票の送付 

    受付期間終了後、1 週間ほどで受験申込書に記載された現住所に受験票を郵送します。受験票が到

着しないときは、山形村役場総務課まで連絡してください。なお、現住所以外への送付を希望する

場合は、「現住所以外の送付先」欄に住所と電話番号を記載してください。 

（4）その他 

受験資格要件に欠ける場合又は書類が整っていない場合（記入不備を含む）は、書類が総務課 

に到着していても受付けはできません。 

      

４．試験の内容 

 ア．筆記試験 

 

イ．面接試験 

面 接 試 験 全体的な人柄や振る舞い等についての集団面接 

資 格 調 査 受験資格の有無及び申込書記載事項の真否等についての審査 

※受験者の成績が一定の基準に達しない場合は、合格者なしとすることがあります。 

 

５．試験結果の通知 

   試験の結果は 10 月中旬までに通知を予定しています。いずれも結果通知書を受験票と同様に受験

者本人あてに郵送します。 

 種目 内容 

一般事務 

（初級） 

①教養試験等 

・職務能力試験 【60 題  60 分】 

論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を

分析する力、国内外の社会情勢への理解等を確認するための基礎

的な出題 

・職務適応性検査【150 題  20 分】 

②作文試験 日常業務で必要となる文章力を図る【１時間】 



 

６．採用 

  （1）合格者（採用内定者）は、山形村職員採用候補者名簿に登載し、令和９年４月１日付けで採用

の予定です。 

(2) 受験資格がないことが判明した場合、又は卒業見込み、資格（免許）取得見込みとしている人

が、採用までに正当な理由なく卒業又は必要な資格（免許）の取得ができない場合は、採用内

定者であっても基本的には採用いたしません。 

   (3）採用後は、行政需要の変化など諸般の状況に応じて、試験区分と異なる業務に従事していただ

くこともあります。 

 

７．給与 

  （1）初任給（月額）は下記のとおりですが、採用時までに改定等があった場合はそれによります。 

     高校卒業程度（新規高校卒業者）200,300 円・・・1 級 5 号俸 

  （2）前歴（高校卒より上位の学歴・社会人経験等）のある人は、規定により前歴調整を行い、その

期間を反映した額となります。 

  （3）その他、個人の支給要件に応じた各種手当が支給されます。 

 

８．その他 

  （1）受験にあたっては、この要領のほか受験票の送付時に同封する試験実施案内をご覧ください。 

  （2）提出された書類は、返還いたしません。また、個人の情報は、当採用試験の目的以外に使用す

ることはありません。 

  （3）山形村は次のような職員を求めています。 

    気づき・行動する職員 

    最善を考え、成果を求める職員 

    組織の一員として働き、自己を管理できる職員 

 

９．試験の問い合せ 

    採用試験に関して不明な点は、山形村役場総務課へ問い合せてください。 

     〒390-1392 長野県東筑摩郡山形村２０３０番地１ 

            山形村役場 総務課総務係  

電話：0263-98-3111 


